
＊ 開催日が祝日又は休日に当たるときは、休みとなります。
＊ 予約日が祝日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い平日とな
ります。

＊ 開催日時、場所等は、変更となる場合があります。詳しくは、事前に電話にて御確認く
ださい。

問合先等場所開催日時相談名

予約制（相談日の前日８：３０から
電話にて受付）
先着８名
市役所文書法制課
０７４５－４４－３３３３

市役所会議室棟
毎月第２・第４水曜日
１３：３０～１７：００
（１組当たり２５分）

法律相談
（自治体内弁護士）

予約制（相談日の１週間前の火曜日
８：３０から電話にて受付）
先着４名
市役所文書法制課
０７４５－４４－３３３３

市役所会議室棟
偶数月の第３火曜日
１３：3０～１６：３０
（１組当たり４５分）

法律相談
（奈良弁護士会）

予約制（相談日の２週間前の金曜日
９：３０から電話にて受付）
先着６名
奈良弁護士会
０７４２－２２－２０３５

市役所会議室棟
毎月第１・第３金曜日
１３：００～１６：００
（１組当たり３０分）

法律相談
（中南和法律相談センター）

詳細はこちら


